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東京女子体育短期大学の概要 

 設置者 学校法人 藤村学園 

 理事長 池田 浩一 

 学 長 塩野 克己 

 ＡＬＯ 阿部 征次 

 開設年月日 昭和２５年３月１４日 

 所在地 東京都国立市富士見台４-３０-１ 

   

 設置学科および入学定員（募集停止を除く） 

 学科 専攻 入学定員

 保健体育学科 100

 児童教育学科 150

 合計 250

 専攻科および入学定員(募集停止を除く） 

 なし 

  

 通信教育および入学定員(募集停止を除く） 

 なし 

  

  

 



機関別評価結果 
 

東京女子体育短期大学は、本協会が定める短期大学評価基準を充たしていることから、

平成１９年３月２２日付で適格と認める。 

 

 

機関別評価結果の事由 
 
１．総評 

 
平成１７年６月２７日付で当該短期大学からの申請を受け、本協会は第三者評価を行っ

たところであるが、評価の結果、当該短期大学は、自らの掲げる教育理念の実現および教

育目標の達成に向けて順調に進捗しており、本協会が定める短期大学評価基準を充たして

いると判断した。 
上記の判断に至った事由は、おおよそ次の通りである。 
女子学生を対象とした体育系短期大学であり、女性スポーツの普及および指導者養成を

明示した建学の精神と教育理念のもとで、教育現場や地域社会におけるスポーツ活動の振

興に努めると同時に、就学前教育と初等教育の指導者養成を行っている。教育目標は具体

的であり、学生にも理解しやすく分かり易く表現されている。また、学生便覧などで示す

だけでなく、新入生の入学時におけるオリエンテーションや「学園の歴史」の時間を設け

たりするなどして、共通に理解されるように努力をしている。 
建学の教育理念に基づいた教育課程の授業は、専任教員を中心とした意欲的な教育活動

に支えられている。また、教育改革推進室の設置により授業改革・改善にも成果を上げて

いる。教育課程については、現代的な内容の教養教育科目または授業科目の設定などにつ

いて、今後の教育課程編成委員会や教育改革推進室を中心とした活発な検討によって、よ

り充実した教育内容となることが期待できる。 
大学との併設校であることから、専任教員はもとより大学との兼担教員による教育活動

が容易で、充実した教務体制が構築されており、より効果的で適切な教育活動が展開され

ている。また、教育環境も、建学の精神の音楽体操教育が教授できる施設設備となってお

り、今後もさらに、計画的な整備が予定されている。 
教育目標の達成度と教育の効果は、良好であるといえる。休学、退学者も非常に少ない。

卒業生の編入学については、ほとんどが併設の四年制大学であり、短期大学で培った専門

性をより発展する者が定着し、その数が年々増加している。また、個人情報保護法を尊重

しながら、卒業生動向調査を実施するための調査方法の情報収集を開始している。 
学生支援体制はおおむね良好であり、施設設備も充実している。学生指導は、クラス担

任制であり、オフィス・アワーを設けて担任教員やクラブ指導者による個別相談に応じる



体制を取っている。 
研究活動の展開については、専任講師以上には、週２日間の研究日があり、個人研究費、

共同研究費、個人図書購入費、学会出張費の支給があり、研究活動への条件整備が成され

ている。 
地域交流センターを中心に展開している公開講座や地域交流事業の実情、学生ボランテ

ィア活動を支援する体制、および国内外における学生や教員の交流・協力の実態などは充

分な内容であるといえる。例えば、学生ボランティア活動は、地域交流センターが有効に

機能している。特に、高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、国際交流、学校教育活動支援、

生涯学習活動支援、環境・災害支援などの分野で機能している。 
監事は、平成１８年から常勤監事を１名置き監査の充実に向けて改善課題をクリアーし

ており、管理運営は適切に行われている。 
単年度の収入状況を法人全体でみると、短期大学の消費支出超過額を大学の収入超過額

で補っており、昭和６１年度以降の１９年間は収入超過額で推移しており、健全な財務体

質を維持している。 
自己点検・評価は、平成５年に規程と組織を作り、翌年から２年ごとに報告書を作成し

ている。組織は、短期大学だけでなく大学を含めた全学的な組織であり、実施体制が確立

しており、全教職員の関わりのもとで評価組織と各部署や各委員会との連携を保ちながら

評価や改善ができる体制をとっている。 
 

 

２．優れていると判断される事項など 
（１）優れていると判断される事項 
評価領域Ⅰ 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標 

○ 建学の精神は、教育理念との関係が明確であり理解しやすい。また、創立以来一貫し

て、スポーツ振興と体育および児童教育にかかわる人材育成を理念と目標にして実践

していることは高く評価できる。特に、新入生へのオリエンテーションや「学園の歴

史」の時間を設けたりして、建学の精神と教育理念を周知および理解をさせているこ

とも高く評価できる。また、教育目標の実現のために、具体的な教育内容を点検する

組織があり、設定されている教育目標は、教育理念との関係が明確で理解しやすい。 
 

評価領域Ⅱ 教育の内容 

○ 優れていると判断されることは、教育課程編成委員会を設置し教育課程の見直しを組

織的に取組んでいること、体験的・実践的な実務教育に力を注いでいること、シラバ

スと授業ガイドの二種類の履修案内を作成し配布して学生が履修について深く理解で

きる仕組みにしていること、音楽体操学校としての伝統を継承する「創作オペレッタ」

を継続的に実施していること、受講生が一名でも授業を開講して学生のニーズに対応



していることなどである。 
 

評価領域Ⅲ 教育の実施体制 

○ 優れていると判断できることは、教務補佐員を１２名配置し、より充実した実技など

（体操、新体操、器械体操、ダンス、球技、野外運動、陸上競技、幼児・児童体操、

レクリエーション、コンピュータなど）の授業が展開されていること、短期大学設置

基準定数を超える専任教員と助手も配置していること、音楽関係施設設備および体育

関係施設が充実していること、学外の多くの図書館との相互利用が成り立っているこ

となどである。 
 

評価領域Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果  

○ 安易な休学、退学、留年、除籍などを防ぐために、また、学生の生活態度を適切に把

握するための細やかな授業時の出席管理を行い、問題があればその都度学生指導をし

ていることは、不測の事態の発生防止に務めている取組みであるといえる。 

 

評価領域Ⅴ 学生支援 

○ 優れていると判断できることは、施設・設備が充実していること、「基礎学力養成講座」

などにより、単位習得が困難な学生に対する支援体制を整えていること、独自の奨学

金制度を設けていること、就職支援センターを設置して総合的な就職支援を行ってい

ること、児童教育学科の就職率が９０％を超えていることなどである。 

 

評価領域Ⅵ 研究 

○ スポーツ活動を中心に、教員の活動に対して短期大学側のバックアップがあり、国際

的な活動への参加も可能な体制が整えられている。 

 

評価領域Ⅶ 社会的活動 

○ 学生の社会的活動への参加を積極的に評価し達成感を得させる方法として、ボランテ

ィア活動に単位を認定する制度を設けていることは有意義なことであり、学生の社会

的活動に対する意識を継続的に高めることに繋がるとともに、今後の参加人数の増加

へと発展する可能性があると判断でき、高く評価することができる。 

 

評価領域Ⅷ 管理運営 

○ 定例学内理事会を毎月第一水曜日に開催し、重要案件については事前協議を行った後

に理事会に付議している。 

 

 



評価領域Ⅸ 財務 

○ 無駄な支出を省き、予算の効果的・効率的な執行に努め、全体に占める人件費の割合

を適正比率に保ち、全体的にバランスに留意した予算編成と財務運営である。 

 

評価領域Ⅹ 改革・改善 

○ 単年度の点検・評価だけでなく、前回あるいは前々回を含めた一連の流れの中で継続

的な点検・評価を実施している 

 

 

（２）向上・充実のための課題 
評価領域Ⅰ 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標 

○ 教育目標は、学科ごとに特色をいかすように整理しなおす検討が望まれる。 

 

評価領域Ⅲ 教育の実施体制 

○ 課題としては、学生数に対してコンピュータの設置数がやや少ないこと、バリアフリ

ー化の検討、プライバシー保護の観点からのオフィス・アワー時間の活用方法の検討

が望まれる。 

 

評価領域Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果  

○ 成績評価の「不可」が多い授業科目が見受けられるが、履修登録と履修取り消しの関

係を明確にして、成績評価の時までに実質的な受講生の把握に努めるための検討が望

まれる。 

 

評価領域Ⅴ 学生支援 

○ 今後の課題としては、障害者スポーツの普及や生涯学習の観点から、障害者や社会人

に対する受け入れに関する検討と長期履修制度の導入の検討、スポーツ系クラブの充

実に比べて文化系クラブが少ないことについての検討、卒業生の就職先定着率の状況

把握とその結果の就職支援への活用などである。 

 

評価領域Ⅵ 研究 

○ 研究室を原則的に二人で一室を使用していることは、研究活動には利便性があるが、

学生との個人的な相談への対応や守秘義務という観点から対策を検討することが望ま

れる。 
 

評価領域Ⅶ 社会的活動 

○ ボランティア活動の単位を修得する学生が徐々に増加してはいるが、さらに増加する



方策の検討と同時に、「理論」と「実習」の単位を学年指定していることが学生の単位

修得の障害になっていることについて検討が望まれる。例えば、「理論」を前期に開講

し、「実習」を後期に開講するなどの検討である。 

 

 

（３）早急に改善を要すると判断される事項 
なし 

 



領域別評価結果 
 

評価領域 評価結果 
評価領域Ⅰ 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標 合 
評価領域Ⅱ 教育の内容 合 
評価領域Ⅲ 教育の実施体制 合 
評価領域Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果 合 
評価領域Ⅴ 学生支援 合 
評価領域Ⅵ 研究 合 
評価領域Ⅶ 社会的活動 合 
評価領域Ⅷ 管理運営 合 
評価領域Ⅸ 財務 合 
評価領域Ⅹ 改革・改善 合 

 
 
評価領域Ⅰ 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標 

○ 建学の精神は、「心身共に健全で、質素で誠実、礼儀正しい女子体育指導者の養成」で

あり、女性のためのスポーツの普及と指導者の養成を目指している。また、教育理念

は、「新たな『知』の創造と活用を通じて社会や人類の発展に貢献する人材の育成」で

あり、高い専門性を身につけた実践力のある人材と人間性豊かな人材の養成を目指し

ている。これらのことは、大学要覧および学生便覧の冒頭に的確に明示されており、

学生にも分かり易く理解しやすい表現となっている。 
○ 教育目標は、大学要覧と学生便覧の中で全学をまとめて８項目で示している。これを

要約すると、保健体育学科は女子体育指導者の養成と社会体育の普及であり、児童教

育学科は幼稚園教諭と小学校教諭の養成である。また、点検は、教務委員会が年度ご

とに学生便覧を見直し、作業の中で点検していると同時に、周年事業に向けた取組み

の中でも行われている。 
○ 学生便覧などへの明記のほかに、新入生への「フレッシュウィーク」や「フレッシュ

マンセミナー」などの開催のほかに、「学園の歴史」の時間を設けて教育し、説明を行

うなどの努力をしている。 
 

 

評価領域Ⅱ 教育の内容 

○ 教育課程は、建学の精神と教育理念を反映した編成をしている。その内容は、保健体

育学科と児童教育学科のそれぞれの教育目的・教育目標が具現化された編成である。

また、短期大学設置基準で定められている専任教員数を２名上回った配置をし、必修



科目および選択必修科目はこれらの専任教員によっておおむね教授されている。さら

に、授業形態と授業内容は、ともに短期大学として相応しいものとなっている。 
○ 学生は、各種の資格取得希望者が多いのが特徴であり、これらの学生に対応できる教

育課程となっている。保健体育学科は、専門科目の必修科目が一つだけであり、ほと

んどが選択必修科目または選択科目となっており、各種保健体育関係資格取得に対応

できる教育課程にしている。また、児童教育学科は、専門科目のほとんどが必修科目

であり、学科の特徴に合わせた資格取得をさせる教育課程にしている。 
○ シラバスと授業ガイドによる履修案内が、年度当初のガイダンス時と第一回目の授業

時に提示され、的確な履修が行えるようにしている。きめ細かな履修案内は、学生の

評判も良く成果を上げている。これらの成果は、『シラバスに基づく授業実施報告書』

として、教職員および学生の共通理解の源として活用されている。 
○ 教育改革推進室を中心に、授業改革に対する関心は高く、その取組みは活発に行われ

ている。『シラバスに基づく授業実施報告書』および『学生による授業アンケート』を

まとめ、これらを基にした授業展開がなされていることから、授業改善意欲は高いと

判断できる。 
○ 建学の教育理念に基づいた教育課程の授業は、専任教員を中心とした意欲的な教育活

動に支えられている。また、教育改革推進室の設置により授業改革・改善にも成果を

上げている。しかし、教育課程については、現代的な内容の教養教育科目または授業

科目の設定などの改善すべき点もみられ、今後の教育課程編成委員会や教育改革推進

室を中心とした活発な検討によって、より充実した教育内容となることが期待できる。 

 

 

評価領域Ⅲ 教育の実施体制 

○ 短期大学設置基準以上の専任教員を配置し、このほかに助手も配置されている。さら

に、教員の指導補助を行う教務補佐員を配置している。教務補佐員は、実技など授業

時にティーチング・アシスタントとして担当教員の下で教育活動を行っている。また、

教員の採用や昇任については、選考基準が整備され適切に行われている。 
○ 大学との併設校であるので、共同面積（校地、校舎など）は短期大学設置基準を大き

く上回る規模となっている。また、教育研究に使用する機器や備品についても、創立

１００周年記念事業などにより計画的に整備され充実している。 
○ 大学との併設であるが、図書館は、学生にとって適切な環境を備えている。また、学

生へのサービス体制も整っていて、開館時間の延長や図書館独自のオリエンテーショ

ン、ガイダンス、ライブラリーツアーなどを開催し、図書館を身近なものとする取組

みに努力をしている。 
○ 大学との併設校であることから、専任教員はもとより大学との兼担教員による教育活

動が容易で、充実した教務体制が構築されており、より効果的で適切な教育活動が展



開されている。また、教育環境も、建学の精神の音楽体操教育が教授できる施設設備

となっており、今後もさらに、計画的な整備が予定されている。 

 

 

評価領域Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果  

○ 保健体育学科は女子体育指導者の養成と普及であり、児童教育学科は幼稚園教諭と小

学校教諭の養成が具体的な教育目標である。保健体育学科では、スポーツリーダー認

定証、スポーツプログラマー、ジュニアスポーツ指導員などの資格取得率が９６％～

１００％と高率であり、中学校教諭二種免許状と健康運動実践指導者の資格取得率が

６０～７０％である。児童教育学科は、幼稚園教諭と小学校教諭の二種免許状取得率

が９９～１００％と非常に高率である。両学科ともに、充分に満足できる努力の結果

であるといえる。これらの結果は、学生に対する授業アンケートを実施し、学生の授

業に対する満足度を調査しながら授業改善の努力をしていることによるものである。

また、休学者や退学者が極めて少ないことも、これらの結果に結びついていると判断

できる。 
○ 専門就職率は、全国的にみて平均的なものである。専門職に就いた卒業生に対する外

部からの評価は、「行動力がある」「素直で誠実である」などのおおむね良好な評価が

多く、各学科の教育効果が卒業後にも浸透していることが理解できる。これらの評価

の情報収集は、全国各地の同窓会年次懇親会や関東地域の企業・幼稚園・体育施設の

関係者との懇談会などで、幅広く卒業生の評価情報を収集しようとする努力がみられ

る。 
○ 教育目標の達成度と教育の効果は、良好であるといえる。卒業生の編入学については、

ほとんどが自学の四年制大学であり、短期大学で培った専門性をより発展する者が定

着し、その数が年々増加している。また、個人情報保護法を尊重しながら、卒業生動

向調査を実施するための調査方法の情報収集を開始している。休学・退学者に関して

は非常に少ないが、特に経済的理由による除籍などについては、３回の督促状送付の

後に担任による学生への指導、さらに、保護者との意見交換の後に、再度督促状を送

付しなければ除籍しないというシステムは、学生を大切にするという姿勢がうかがえ

る。 
 

 

評価領域Ⅴ 学生支援 

○ アドミッション・オフィス（ＡＯ）入試、推薦入試、一般入試と多様な選抜方法が用

いられており、それぞれの選抜方法と受験の手続きについては、学生募集要項に明示

され、受験生に対して分かり易く表現されている。 
○ 単位修得が困難な学生に対しては、再試験さらには「基礎学力養成講座」を開講し学



生を支援している。 
○ 学生委員会を組織し、さらにクラス担任およびクラブ指導者を中心に学生の個別状況

に対応している。クラブ活動については、スポーツ系を中心に４０のクラブがあり、

学生の約半数が所属している。また、学生の健康管理やメンタルケアのために、健康

管理センターと教育相談室を設置し専門的なケアに当たっている。そして、経済的な

支援として、日本学生支援機構の奨学金のほかに「藤村学園育英奨学金制度」を設け

ている。さらに、学生からの直接の要望や意見を受け付ける「学生相談ボックス」を

構内に３カ所設置している。 
○ 教員組織としての就職対策委員会と事務組織としての就職対策部就職課があり、就職

指導や相談を行っている。また、就職支援センターを設置して、就職活動を支援する

資料や情報の提供、「就職対策講座」、「就職対策基礎講座」の開催などの総合的な就職

支援活動を行っている。 
○ 体育系短期大学という特徴から、障害者や社会人の受け入れの実績は少ない。過去に

聴覚障害者を受け入れた際には、ノートテイカーを用いるなど当該学生のニーズに応

じた支援を行っている。バリアフリーについては、数年前から校舎を中心に行ってお

り、施設設備の改築や新設にあわせて順次進める予定がある。留学生については、ク

ラブ活動指導者と同じクラブ内の学生が個別に応じている。長期履修制度は、導入さ

れていない。 
○ 学生支援体制はおおむね良好であり、施設・設備も充実している。学生指導は、クラ

ス担任制であり、オフィス・アワーを設けて担任教員やクラブ指導者による個別相談

に応じる体制を取っている。障害者や社会人などの受け入れについては、当該短期大

学の特性上から少ないが、今後の課題としては前向きに取組むことが望ましい。 

 
 

評価領域Ⅵ 研究 

○ 教員は、著書、論文、学会発表、個人研究、その他の研究活動などを展開しており、

毎年の『個人研究報告書』、２年に一度の『研究集録』（主として共同研究を対象）に

よって発表している。また、研究紀要を毎年発行しており、教員が投稿し、審査を経

て掲載されている。 
○ 個人研究費の他に、共同研究費、個人図書購入費、学会出張費、海外出張費などの支

給がある。また、研究日は、教授、助教授、専任講師には週に２日、助手に１日が当

てられている。 
 

 

評価領域Ⅶ 社会的活動 

○ 積極的な社会的活動の推進のために、「地域に開かれた大学として社会貢献の機能を果



たしていくことを目的」とした地域交流センターを設置している。このセンターは、

公開講座や生涯学習講座などの開催や学生のボランティア活動の情報収集と紹介を行

っている。公開講座では「ダンス教室」、「工芸教室」、「音楽教室」などスポーツ実技

系を中心に２１講座を実施し、地域交流事業では学校教育活動支援３８件と生涯学習

活動支援２９件など計１０３件にのぼり、大学周辺の地域活動に学生を派遣して積極

的に交流を進めている。 
○ 地域交流センターでは、学生登録制度を設けてボランティア活動に対する責任と継続、

さらに保険への加入などの指導を行っている。登録率は１０％前後と少ないが、学生

の社会活動を積極的に評価する意味で、ボランティア活動を単位化している。これは、

「社会奉仕体験理論」および「社会奉仕体験実習」の授業で単位を認定している。こ

のように、地域交流センターを中心とした学生への啓発および単位認定による評価な

どで、学生の社会的活動の促進は充分に行われていると判断できる。 
○ アメリカ合衆国北コロラド大学と協定を結んでおり、短期学生派遣制度で学生を毎年

派遣している。具体的には、「海外英語講座」や「幼児教育国際比較Ⅰ・Ⅱ」の授業科

目として派遣し、１４日間のホームステイの中で大学や教育機関の視察や講座受講お

よび実習を行っている。また、教職員の海外派遣は、国際大会での役員として５名、

国際会議などへは３名である。これらのことから、国際交流や国際協力に関しての取

組みは充分に行われている。 
 

 

評価領域Ⅷ 管理運営 

○ 理事会は、学外理事４名、学内理事５名で構成され、常勤理事長の下で毎月第一水曜

日に開催されており、管理運営体制は確立している。 
○ 学長は、大学と短期大学を兼務している。短期大学は規模が大きくないので、副学長

はおいていない。また、学科長をおかず、学科主任をおいている。教授会は、毎月第

一水曜日に開催されている。 
○ 事務職員は、大学と短期大学を兼務して業務処理にあたっている。大学事務との共通

性と関連性をいかして、きめ細かく効率的な運営ができる組織となっている。 
○ 事務職員の人事異動、昇任は事務職員に自己申告書の提出を課し、所属長が業績評価

表に基づいて適切に行われている。 
○ 監事は、非常勤２名であったが、平成１８年９月１日から常勤監事を１名置き監査の

充実に向けて改善課題をクリアーしており、管理運営は適切に行われている。 

 

 

評価領域Ⅸ 財務 

○ 中期の財務計画を策定し、これに基づいて事業計画と予算編成を行っている。平成１



７年度には、平成１８年度から平成２４年度までの７年間の中期計画が作成され、財

務運営が適切に行われている。 
○ 平成１２年度、平成１４年度、平成１５年度は若干の消費支出超過であったが、平成

１６年度および平成１７年度については、収入の伸びと支出の減少により消費収入超

過に転じており、健全な財務状況となっている。 
○ １０年計画による創立百周年記念実行計画に基づいて図書館が新設され、３年後には

４号館の改築を含む新館建設が計画されており、着実に施設設備が整備されている。 

○ 単年度の収入状況を法人全体でみると、短期大学の支出超過額を大学の収入超過額で

補っており、昭和６１年度以降の１９年間は収入超過額で推移しており、健全な財務

体質を維持している。 

 

 

評価領域Ⅹ 改革・改善 

○ 平成５年に自己点検・評価運営に関する規程を設け、自己点検・評価運営委員会を設

置している。構成員は、理事、評議員、教職員で構成され、より円滑な運営と実施を

するために、下部組織に自己点検・評価実施検討部会を設けて２年ごとに点検作業を

実施しており、体制が確立している。 
○ 自己点検・評価の結果は、実施検討部会の委員によって各部署や各委員会の活動に反

映させており、改善が必要な点は各部署や各委員会にその対策と方法を検討して改善

に努力し、その結果を報告するように配慮している。 
○ 外部評価については、規程や組織は整備されておらず、また、相互評価を実施してい

ない。自己点検・評価報告書では、今後の課題として挙げられている。 
○ 自己点検・評価は、平成５年に規程と組織を作り、翌年から２年ごとに報告書を作成

している。組織は、短期大学だけでなく大学を含めた全学的な組織であり、実施体制

が確立しており、全教職員の関わりのもとで評価組織と各部署や各委員会との連携を

保ちながら評価や改善ができる体制をとっている。 
 

 


